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教 育 長     河 本 浩 昭 君 

総 務 課 長     明日見 将 幸 君 
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○出席事務局職員 

   局 長     國 田 朋 子 君 

   書 記     三 部   航 君 



 ２ 

開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣言 

○議  長 

本日の出席人員は９名でございます。定足数に達しております。 

ただいまから、令和３年第４回浦臼町議会臨時会を開会します。 

 

◎開議の宣告 

○議  長 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表に基づき、順を追って進めてまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議  長 

日程第１、会議録署名議員の指名を会議規則第１１８条の規定により、議長において、７番牧島議

員、８番中川議員を指名します。 

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議  長 

日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日限りとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議  長 

異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日１日限りと決定しました。 

 

◎日程第３ 議案第２９号 

○議  長 

日程第３、議案第２９号 令和３年度浦臼町一般会計補正予算（第４号）を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

城宝主幹。 

○総務課主幹（城宝睦己君） 

 議案第２９号 令和３年度浦臼町一般会計補正予算（第４号） 

令和３年度浦臼町一般会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。 
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（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１，０５６万１，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３５億７，５０２万円とする。 

２ 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表地方債の補正」による。 

令和３年７月２１日提出 

北海道浦臼町長 川畑智昭 

はじめに第２表地方債の補正について説明いたします。６ページをお開きください。 

１．追加でございます。起債の目的、下徳富第２排水機場整備負担金事業、限度額１３０万円でご

ざいます。基幹水利施設管理事業に係る下徳富第２排水機場負担金のうち、水利施設等保全高度化事

業に係る負担金の財源として借り入れる地方債を追加するものでございます。 

２．変更でございます。起債の目的、ラウネナイ川改修事業でございます。ラウネナイ川護岸改修

工事に係る全体事業費内において、費目間の調整が生じた場合に財政面で有利な起債枠を最大限活用

可能とするため、変更前限度額９，３８０万円を１億３１０万円に変更するものでございます。 

今回の地方債の補正に係る起債の方法、利率、償還の方法につきましては、追加及び変更の両事業

において共通の内容となってございます。起債の方法に関しましては証書借入、利率につきましては

６．５％以内といたします。但し、利率見直し方式で借入れる資金について利率見直しを行った後に

おいては、当該利率見直し後の利率とするものでございます。償還の方法につきましては、政府資金

については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、

財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることがで

きるものといたします。 

歳入歳出予算の補正につきまして、まず歳出よりご説明申し上げます。９ページをお開きください。 

２款総務費、１項９目地方創生事業費、補正額４７８万８，０００円の追加でございます。１２節

委託料におきまして新型コロナウイルス関連情報やアフターコロナを見据えた観光情報の発信など、

サイトアクセス者の視認性や利便性の向上に資するため、町公式ホームページの改修業務を外部委託

する委託料を計上するものでございます。 

１８節負担金補助及び交付金につきましては、福祉施設等特別給付金といたしまして、町内福祉施

設や医療施設等が新型コロナウイルス感染防止対策として整備する設備や備品及び資材の購入等を

対象とし、申請により一施設あたり５０万円を上限に給付する事業に係る経費を追加するものでござ

います。給付対象施設につきましては、町立診療所、歯科診療所、認定こども園、ゆうあいの郷、晩

生内ワークセンターを予定するものでございます。当目に追加する各予算につきましては新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として活用するものでございます。 

３款民生費、２項４目未熟児養育医療給付費、補正額４４万円の追加でございます。１９節扶助費

におきまして、本年度対象者１名に係る療養給付費の見込額が規定予算を超過することが見込まれる
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ため、所要額を追加計上するものでございます。 

３項１目老人福祉総務費、補正額２６２万９，０００円の追加でございます。７節報償費から１３

節使用料及び賃借料までの各節における減額または追加につきましては、９月１５日に開催を予定し

ておりました敬老会につきまして、新型コロナウイルス感染拡大防止のため本年度の開催を中止した

ことに伴いその代替として、７５歳以上の高齢者１人当たり２，０００円の商品券を記念品として配

布するため、規定予算の組替えを行うものでございます。組替え後の内容につきましては商品券の購

入費及び簡易書留郵便にて発送するための郵便料となってございます。 

１８節負担金補助及び交付金につきましては、介護サービス提供基盤等整備事業費補助金といたし

まして地域密着型介護老人福祉施設ゆうあいの郷が追加整備する簡易陰圧装置１機の設置経費の支

援に必要な間接補助金を計上するものでございます。 

４款衛生費、３項１目診療所費、補正額１０万４，０００円の追加でございます。１７節備品購入

費につきましては、歯科診療所に係る超音波洗浄機の購入費を追加するものでございます。故障に伴

う更新でございます。 

６款商工費、１項１目商工振興費、補正額２００万円の追加でございます。１８節負担金補助及び

交付金におきまして、コロナ禍に伴う観光客等来町者の激減により特産品の販売消費が落ち込んでい

るため、EC サイトを新たに構築し特産品生産者や販売事業者の収益回復と販路拡大をはかるための

補助金を追加するものでございます。特産品販売事業補助金につきましては、EC サイト構築費とし

まして浦臼観光協会へ支出するものでございます。当補助金につきましても財源として、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用を予定するものでございます。 

次のページをお開きください。 

９款教育費、１項２目事務局費、補正額６０万の追加でございます。１７節備品購入費におきまし

て、町立学校における新型コロナウイルス感染症対策に必要な備品の購入に要する経費を新たに追加

するものでございます。購入する備品の内容につきましては、小学校に三密回避やオンライン授業等

を目的とするタブレット端末を活用した授業に対応するための大型モニター１台、中学校にマスクの

常時着用に伴いリスクの高まる熱中症への対応に必要となる冷蔵庫１台となってございます。財源に

つきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用するものでございます。な

お予算書中財源更正となっております各目の補正につきましては、すべて新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金の財源充当に伴うものとなってございます。歳出合計１，０５６万１，００

０円の追加でございます。以上が歳出についてのご説明でございます。 

続きまして歳入につきましてご説明を申し上げます。 

７ページをお開きください。 

１４款国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金、補正額５，３１３万４，０００円の追加でござい

ます。昨年度に引き続き当町に配分となりました新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

でございます。令和３年度分交付限度額と同額を計上するものでございます。 

１５款道支出金、２項２目民生費道補助金、補正額２６２万９，０００円の追加でございます。本

補正予算の歳出において計上してございます介護サービス提供基盤等整備事業費補助金と同額の間
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接補助金でございます。 

２１款繰入金、１項１目基本財産繰入金、補正額４，５２０万２，０００円の減額でございます。

財源更正に伴い、財政調整基金への繰戻しを行うものでございます。歳入合計歳出と同額の１，０５

６万１，０００円の追加となってございます。 

以上が議案第２９号 令和３年度浦臼町一般会計補正予算（第４号）の内容でございます。 

ご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。以上でございます。 

 

○議  長 

これより質疑を行います。 

歳入歳出一括して質疑を受けます。質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議  長 

これをもって質疑を終わります。 

これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議  長 

これをもって討論を終わります。 

これより、議案第２９号を採決いたします。 

本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議  長 

起立全員です。 

したがって、議案第２９号 令和３年度浦臼町一般会計補正予算（第４号）は原案のとおり可決さ

れました。 

 

◎閉会の宣言 

○議  長 

これをもって、本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。 

したがって、令和３年第４回浦臼町議会臨時会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午前１０時１５分 


